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第
三
章 　

〔
二
〕
　
「
勢
」
「
法
」
セ
ッ
ト
論
に
つ
い
て

　
〔
三
〕
　
「
自
然
」
と
「
人
為
」
と
の
転
換
に
つ
い
て

　
小
　
　
結

　
　
韓
非
子
法
思
想
の
再
検
討

三
　
ま
と
め

以
上
本
号

第
三
節
　
「
勢
」

　
一
　
韓
非
子
の
「
勢
」
理
解

　
Ω
〕
　
①
　
勢
と
い
う
用
語
は
、
古
く
中
国
で
は
自
然
の
生
成
力
を
言
い
、
又
「
地
勢
」
「
形
勢
」
と
熟
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
状
況
の
潜
勢

力
」
を
指
示
し
た
り
、
「
利
勢
」
「
勢
位
」
「
権
勢
」
と
熟
さ
れ
て
、
「
力
」
を
指
示
し
た
り
す
る
。
こ
れ
を
見
る
な
ら
、
勢
と
は
、
元
来
物
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
い
は
時
場
に
備
っ
た
力
と
い
う
意
味
内
容
を
持
っ
た
用
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
韓
非
子
に
用
い
ら
れ
る
「
勢
」
も
、
そ
の
よ
う
な
広
義
の
意
味
内
容
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
「
五
不
勝
之
勢
」
（
孤
憤
篇
）

　
　
　
　
（
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

「
必
勝
之
勢
」
（
内
儲
説
上
篇
）
「
参
疑
之
勢
」
（
内
儲
説
下
篇
）
と
い
う
時
の
「
勢
」
は
、
そ
の
よ
う
な
「
あ
る
状
況
に
備
っ
た
潜
勢
力
」
と
い

う
意
味
内
容
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
法
家
理
論
の
展
開
に
お
い
て
、
勢
と
い
う
用
語
の
意
味
内
容
は
次
第
に
限
定
さ
れ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
そ
の
勢
の
機
能

の
場
が
人
間
の
相
互
関
係
と
い
う
場
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
段
階
で
は
、
勢
を
権
力
、
よ
り
限
定
す
れ
ば
政
治
的
権
力
と
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ら
レ

解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
政
治
的
権
力
と
い
う
用
語
も
、
曖
昧
さ
を
残
し
て
い
る
。
権
力
と
い
う
用
語
に
、
そ
の
意
味
内
容
の
或
る
巾
を
考
え
る
な
ら
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ば
、
一
方
の
端
に
は
、
人
間
関
係
に
お
い
て
他
者
の
意
思
に
反
し
て
も
自
己
の
意
思
を
貫
徹
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
力
、
従
っ
て
、
端
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

物
理
的
強
制
力
（
実
力
）
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
他
方
の
端
に
は
強
制
な
き
相
互
了
解
に
よ
る
他
者
の
服
従
・
協
力
に
基
づ
い
て
自
己
の

意
思
、
あ
る
い
は
相
互
了
解
さ
れ
た
目
標
を
実
現
す
る
能
力
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
後
者
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
権
威
と
い
う
用
語
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ク
ロ

与
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
権
力
概
念
の
構
成
に
お
い
て
物
埋
的
強
制
力
を
必
須
の
要
素
と
考
え
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
存
在
し
う

る
。
従
っ
て
、
権
威
と
い
う
も
の
が
物
理
的
強
制
力
を
離
れ
て
独
自
に
機
能
す
る
場
面
も
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
、
私
は
政
治

的
権
力
に
お
い
て
物
理
的
強
制
力
が
基
底
要
素
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
と
権
威
と
の
問
に
は
直
接
的
な
比
例
関
係
で
は
な
く
間
接
的
な
基
礎

づ
け
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
程
度
に
少
々
咬
昧
に
理
解
し
て
、
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
く
つ
も
り
で
あ
る
。
本
稿
で
は
権
力
と
い
う
用
語
を
以

上
の
よ
う
な
巾
を
も
っ
た
概
念
と
し
て
理
解
し
、
そ
の
意
味
内
容
を
特
定
す
る
必
要
の
あ
る
時
に
、
専
ら
物
理
的
強
制
力
及
び
権
威
と
い
う
用

語
を
使
用
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　
韓
非
子
の
説
く
「
勢
」
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
広
義
の
意
味
内
容
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
権
力
と
理
解
し
て
ほ
ぼ
誤
り
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

　
勿
論
、
権
力
が
「
勢
」
と
表
現
さ
れ
る
限
り
、
そ
れ
が
状
況
に
備
っ
た
力
と
い
う
意
味
内
容
を
纏
う
こ
と
を
払
拭
し
き
れ
な
い
曖
昧
さ
は
残

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

る
。
例
え
ば
、
姦
却
斌
臣
篇
に
「
親
幸
之
勢
」
あ
る
い
は
「
聡
明
之
勢
」
と
言
う
の
は
、
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
一
々
の
「
勢
」
の
用
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
物
理
的
強
制
力
と
権
威
と
に
明
確
に
区
別
し
て
理
解
し
て
い
く
こ
と
は
、
不
可
能
で

は
な
い
に
し
て
も
相
当
に
困
難
で
あ
ろ
う
。
「
勢
」
が
軍
事
的
実
力
と
い
う
意
味
内
容
を
持
つ
と
思
わ
れ
る
用
例
は
あ
る
。
例
え
ぽ
、
「
張
儀
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑳
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
11
）

秦
・
漢
と
魏
の
勢
を
以
て
斉
・
荊
を
伐
ん
と
欲
す
」
（
内
儲
説
上
篇
）
、
或
い
は
、
「
陳
需
…
…
荊
の
勢
を
以
て
魏
に
相
た
り
」
（
内
儲
説
下
篇
）

と
い
う
時
の
「
勢
」
の
用
法
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
又
、
孤
憤
篇
に
君
臣
の
利
害
が
相
反
す
る
こ
と
を
言
っ
て
、
「
是
を
以
て
国
地
は
削
ら
れ
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぼ
レ

家
は
富
み
、
主
上
は
卑
し
く
大
臣
は
重
し
。
故
に
主
は
勢
を
失
い
て
臣
は
国
を
得
、
主
は
更
て
蕃
臣
を
称
す
」
と
説
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
の

「
勢
」
は
、
支
配
の
版
域
・
財
政
力
を
念
頭
に
お
い
た
物
理
的
強
制
力
で
あ
る
と
も
、
又
権
威
と
も
理
解
で
き
る
。
又
、
二
柄
篇
に
は
「
夫
れ
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ハ
じ
ロ

虎
の
能
く
狗
を
服
せ
し
む
る
所
以
の
者
は
爪
牙
な
り
。
…
…
人
主
と
は
刑
徳
を
以
て
臣
を
制
す
る
者
な
り
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
刑
・
徳
と
は
そ

れ
ぞ
れ
諒
罰
と
利
慶
と
を
指
す
。
即
ち
、
こ
の
文
は
、
君
主
の
臣
下
に
対
す
る
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
制
裁
）
の
実
行
力
を
虎
の
爪
牙
の
力
に
警
え

て
い
る
。
後
述
す
る
「
勢
」
と
「
法
」
と
の
関
係
を
前
提
に
し
て
、
こ
こ
か
ら
「
勢
」
を
物
理
的
強
制
力
と
推
論
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
後
の
例
で
は
「
勢
」
と
い
う
用
語
は
文
脈
の
中
に
直
接
に
は
出
て
こ
な
い
し
、
又
前
二
者
の
例
に
お
い
て
も
、
「
勢
」
を
権
力
と

理
解
し
て
何
ら
不
都
合
は
無
い
。

　
従
っ
て
、
我
々
は
、
韓
非
子
の
言
う
「
勢
」
を
以
て
権
力
と
理
解
し
、
そ
こ
に
は
物
理
的
強
制
力
か
ら
権
威
ま
で
の
巾
を
も
っ
た
内
容
が
籠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぱ
レ

め
ら
れ
て
お
り
、
韓
非
子
に
お
い
て
は
そ
の
二
つ
の
区
別
が
明
確
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ど

　
②
韓
非
子
が
「
勢
」
を
主
張
す
る
時
の
実
践
的
、
よ
り
正
確
に
は
政
治
戦
略
的
（
以
下
同
じ
意
）
意
図
が
反
儒
家
・
反
尚
賢
、
法
を
視
座
と

し
て
み
る
な
ら
ば
、
反
礼
治
・
反
徳
治
・
反
人
治
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
顕
学
篇
に
「
夫
れ
厳
家
に
惇
虜
無
く
し
て
慈
母
に
敗
子
有
り
。
吾
は
此
を
以
て
威
勢
の
以
て
暴
を
禁
ず
可
く
し
て
、
徳
厚
の
以
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
ロ

乱
を
止
む
る
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
勢
」
の
主
張
が
反
徳
治
の
主
張
と
表
裏
一
体
を
な
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
又
、

「
勢
」
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
実
行
力
と
も
理
解
で
き
る
の
だ
か
ら
、
五
錨
篇
に
「
父
母
の
愛
は
以
て
子
を
教
う
る
に
足
ら
ず
、
必
ず
州
部
の
厳
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
タ
ガ
　
　
　
　
　
ロ
ロ

を
待
つ
は
、
民
は
固
よ
り
愛
に
驕
り
威
に
聴
え
ば
な
り
」
と
言
う
の
も
同
旨
で
あ
る
し
、
さ
ら
に
引
け
ば
、
六
反
篇
で
君
主
に
「
恩
愛
の
心
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

養
わ
ず
、
威
厳
の
勢
を
増
す
」
こ
と
を
勧
め
る
の
も
、
同
じ
反
徳
治
の
意
図
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
め
レ

　
五
轟
篇
に
「
義
を
以
て
す
れ
ば
仲
尼
は
哀
公
に
服
さ
ざ
る
も
、
勢
に
乗
れ
ば
戻
公
も
仲
尼
を
臣
と
す
」
と
言
う
の
は
、
「
勢
」
の
主
張
が
反

徳
治
・
反
尚
賢
の
主
張
と
表
裏
｝
体
を
な
す
例
で
あ
る
。
と
言
う
の
も
、
「
義
」
と
は
「
徳
」
に
含
ま
れ
た
価
値
基
準
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る

し
、
又
仲
尼
（
孔
子
）
は
勿
論
聖
賢
の
代
表
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
文
は
、
「
徳
」
の
価
値
基
準
に
従
う
な
ら
ば
、
賢
者
孔
子
が
哀
公
に
服

従
す
る
事
態
は
生
じ
な
い
は
ず
な
の
に
、
実
際
は
権
力
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
哀
公
は
孔
子
を
臣
下
と
な
し
得
た
、
と
い
う
主
張
に
な
る
。
こ

れ
は
、
徳
治
・
尚
賢
の
現
実
に
お
け
る
無
力
さ
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
実
践
的
意
図
が
「
徳
」
に
対
す
る
「
勢
」
の
優
位
の
主
張
、
反
徳
治
・
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反
尚
賢
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
ロ

　
さ
ら
に
難
勢
篇
で
、
「
賢
・
勢
の
相
容
れ
ざ
る
は
明
ら
か
な
り
」
と
言
っ
て
「
勢
」
を
説
く
の
は
、
明
ら
か
に
反
尚
賢
の
主
張
で
あ
り
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ツ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ

っ
て
同
篇
の
「
賢
智
は
未
だ
以
て
衆
を
服
す
る
に
足
ら
ず
し
て
、
勢
位
は
以
て
賢
を
訓
す
る
に
足
る
者
な
り
」
と
い
う
慎
到
の
主
張
は
、
韓
非

子
も
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
「
勢
」
が
韓
非
子
の
法
理
論
構
成
上
か
ら
し
て
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
実
践
上
は
「
勢
」
が
反
儒
家

の
立
場
か
ら
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
日
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ル
ロ

　
こ
の
よ
う
な
「
勢
」
の
主
張
が
、
既
に
論
じ
た
韓
非
子
の
歴
史
観
に
お
け
る
現
状
認
識
、
あ
る
い
は
「
民
は
力
に
服
す
る
」
（
五
嶽
篇
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
レ

す
る
現
実
主
義
的
人
間
観
と
も
呼
応
し
て
い
る
こ
と
は
改
め
て
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
そ
こ
か
ら
韓
非
子
の
「
勢
」
論
を
、

「
今
は
力
の
時
代
で
あ
り
、
人
は
権
力
に
弱
い
。
従
っ
て
、
支
配
に
は
権
力
さ
え
掌
握
す
れ
ぱ
十
分
で
あ
る
」
と
定
式
化
す
る
な
ら
ば
、
即
ち

権
力
を
支
配
の
十
分
条
件
と
し
て
構
成
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
「
勢
に
蔽
わ
れ
て
法
を
錦
ら
な
い
」
韓
非
子
理
解
に

な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
〔
二
〕
　
韓
非
子
の
「
勢
」
理
解
で
、
さ
ら
に
特
筆
し
て
お
く
べ
き
は
、
「
自
然
の
勢
」
と
「
人
設
の
勢
」
と
の
区
別
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
難
勢
篇
に
「
勢
」
に
つ
い
て
の
慎
到
・
儒
家
・
韓
非
子
の
主
張
が
、
各
々
述
べ
ら
れ
る
。
各
自
の
主
張
の
要
点
を
示
せ
ば
次
の
と
う
り
で
あ

る
。

　
慎
到
は
、
「
…
発
も
匹
夫
た
れ
ば
三
人
を
治
む
る
能
わ
ず
、
桀
も
天
子
た
れ
ば
能
く
天
下
を
乱
す
。
吾
は
此
を
以
て
勢
位
の
侍
む
に
足
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ロ

賢
智
の
慕
う
に
足
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。
…
」
と
言
い
、
最
後
に
先
に
引
い
た
「
此
に
由
て
之
を
観
れ
ば
、
賢
智
は
未
だ
以
て
衆
を
服
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

足
ら
ず
し
て
、
勢
位
は
以
て
賢
を
詔
す
る
に
足
る
者
な
り
」
と
い
う
主
張
で
終
る
。

　
儒
家
の
主
張
は
、
慎
到
の
「
勢
」
の
主
張
を
批
判
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
を
持
つ
。
「
…
夫
れ
勢
と
は
能
く
必
ず
賢
者
を
し
て
之
を
用
い
せ

し
め
、
不
肖
者
を
し
て
之
を
用
い
ざ
ら
し
む
る
に
非
ざ
る
也
。
賢
者
が
之
を
用
う
れ
ぽ
則
ち
天
下
は
治
ま
り
、
不
肖
者
が
之
を
用
う
れ
ぽ
則
ち
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説払百冊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鱒
）

天
下
は
乱
る
。
…
…
夫
れ
勢
と
は
治
に
便
に
し
て
乱
に
も
利
な
る
者
な
り
。
…
」

　
韓
非
子
の
主
張
は
、
儒
家
に
反
論
し
て
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
引
用
が
少
し
長
く
な
る
の
は
、
そ
こ
に
薮
で
論
じ
よ
う
と
す
る
「
自
然

の
勢
」
と
「
人
設
の
勢
」
と
の
区
別
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
引
い
て
論
点
を
明
確
に
し
た
い
為
で
あ
る
。

　
「
…
夫
れ
勢
と
は
名
は
一
に
し
て
変
は
無
数
な
る
者
な
り
。
勢
の
必
ず
自
然
に
於
て
せ
ば
、
則
ち
勢
を
言
う
を
為
す
無
し
。
吾
の
勢
を
言
う

を
為
す
所
の
も
の
は
人
の
設
く
る
所
を
言
う
な
り
。
今
曰
く
。
尭
・
舜
は
勢
を
得
て
治
ま
り
、
桀
・
尉
は
勢
を
得
て
乱
る
と
。
吾
は
尭
・
桀
を

以
て
然
ら
ず
と
為
す
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
然
り
と
錐
も
、
人
の
設
く
る
を
得
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
夫
れ
尭
・
舜
生
れ
て
上
位
に
在
ら
ば
、

十
の
桀
・
尉
有
り
と
錐
も
乱
る
能
は
ざ
る
は
、
則
ち
勢
の
治
ま
れ
ば
也
。
桀
・
紺
も
亦
生
れ
て
上
位
に
在
ら
ば
、
十
の
尭
・
舜
有
り
と
錐
も
亦

治
む
る
能
わ
ざ
る
は
、
則
ち
勢
の
乱
る
れ
ば
也
。
故
に
曰
く
。
『
勢
の
治
ま
る
は
則
ち
乱
る
べ
か
ら
ず
、
勢
の
乱
る
る
は
則
ち
治
む
べ
か
ら
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

る
な
り
』
と
。
此
は
自
然
の
勢
な
り
。
人
の
設
く
る
を
得
る
所
に
あ
ら
ざ
る
な
り
」
「
吾
が
勢
を
言
う
を
為
す
所
以
は
中
な
り
。
中
と
は
、
上
は

発
・
舜
に
及
ば
ず
、
下
も
亦
桀
・
尉
た
ら
ず
。
法
を
抱
ぎ
勢
に
慮
れ
ば
則
ち
治
ま
り
、
法
に
背
き
勢
を
去
れ
ば
則
ち
乱
る
。
今
、
勢
を
廃
し
法

に
背
き
て
尭
・
舜
を
待
っ
。
尭
・
舜
の
至
れ
ば
乃
ち
治
ま
る
も
、
是
れ
千
世
乱
れ
て
一
た
び
治
ま
る
也
。
法
を
抱
き
勢
に
虞
り
て
桀
・
尉
を
待

つ
。
桀
・
尉
の
至
れ
ば
乃
ち
乱
る
も
、
是
れ
千
世
治
ま
り
て
↓
た
び
乱
る
る
な
り
。
且
っ
夫
れ
治
は
千
た
び
に
し
て
乱
は
一
た
び
な
る
と
、
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

は
↓
た
び
に
し
て
乱
は
千
た
び
な
る
と
は
、
是
れ
猶
お
験
劇
に
乗
り
て
分
馳
す
る
が
ご
と
く
な
り
て
、
相
い
去
る
こ
と
亦
遠
か
ら
ん
。
」

　
問
題
は
、
　
「
自
然
の
勢
」
及
び
「
人
設
の
勢
」
と
言
わ
れ
る
時
、
各
々
の
「
勢
」
は
そ
の
指
示
す
る
対
象
が
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
の
か
ど
う

か
、
で
あ
る
。
も
し
人
が
こ
れ
を
別
の
対
象
で
あ
る
と
考
え
る
時
に
は
、
そ
こ
に
人
は
韓
非
子
の
思
想
と
道
家
思
想
と
の
不
連
続
面
を
見
出
す

こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
韓
非
子
に
よ
っ
て
「
自
然
の
勢
」
と
規
定
さ
れ
て
批
判
さ
れ
る
儒
家
の
理
解
し
た
「
勢
」
論
は
、
そ
も
そ
も
慎
到

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ハ
レ

の
主
張
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
慎
到
と
は
道
家
と
法
家
と
の
接
点
に
立
ち
、
今
日
い
わ
ゆ
る
道
法
思
想
の
出
発
点
に
立
つ
人
物
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
論
の
考
察
の
前
提
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
「
自
然
の
勢
」
の
主
張
は
広
義
の
道
家
思
想
の
文
脈
の
中
に
位

置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
韓
非
子
に
よ
る
「
自
然
の
勢
」
批
判
は
、
道
家
批
判
と
同
意
と
な
る
。
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韓非子の法思想日（石川）

　
今
、
私
は
慎
到
の
思
想
全
体
を
解
明
す
る
力
を
持
た
な
い
し
、
又
こ
こ
は
そ
の
場
で
も
な
い
。
し
か
し
、
韓
非
子
に
影
響
を
与
え
た
慎
到
の

「
勢
」
論
は
、
先
に
引
用
し
た
主
張
で
そ
の
内
容
が
尽
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
考
察
の
対
象
は
先
の
史
料
に
限
定
す
る
。

　
先
の
問
題
に
つ
い
て
、
韓
非
子
自
身
は
と
言
え
ば
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
儒
家
の
「
勢
」
理
解
、
即
ち
慎
到
の
「
勢
」
論
を
「
自
然
の
勢
」
の

主
張
と
規
定
し
て
、
自
ら
の
立
場
と
区
別
し
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
思
想
と
道
家
思
想
と
の
不
連
続
を
自
身
で
表
明
し
て

い
る
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
は
さ
ら
に
慎
重
な
考
察
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
ず
私
見
を
結
論
的
に
述
べ
る
な
ら
ぽ
、
こ
こ
で
三
者
の
言
う
「
勢
」
を
全
て
権
力
と
理
解
し
て
も
、
各
々
の
主
張
の
中
に
矛
盾
は
生
じ
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
「
人
設
の
勢
」
に
つ
い
て
若
干
議
論
を
補
っ
て
お
く
。
「
設
」
の
字
義
解
釈
は
、
大
ぎ
く
ω
設
立
す
る
・
作
り
あ
げ
る
と
㈲
操
作
す
る
・
運
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ぬ
レ

す
る
と
の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
各
々
に
ょ
り
「
勢
」
の
内
容
理
解
も
、
ω
礼
法
と
＠
権
力
と
に
分
か
れ
る
。
従
っ
て
、
私
見
が
後
者
を
採
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
前
者
ω
の
理
解
で
は
「
勢
」
は
礼
法
と
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
規
範
そ
れ
自
身
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
制
度
と
い
う
意

味
に
理
解
す
る
の
が
よ
り
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
礼
法
を
規
範
と
解
し
よ
う
と
制
度
と
解
し
よ
う
と
、
こ
の
説
は
、
韓
非
子
の
法
思
想
全

体
を
視
野
に
入
れ
て
そ
こ
で
の
「
勢
」
の
理
論
的
位
置
づ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
不
都
合
な
面
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
韓
非
子
は

「
勢
」
と
は
別
に
「
法
」
と
い
う
概
念
を
も
用
い
主
張
を
行
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ω
説
に
よ
れ
ぽ
「
勢
」
”
「
法
」
と
い
う
理
解
に
立
ち

至
っ
て
し
ま
う
。
「
勢
」
”
「
法
」
で
あ
る
な
ら
、
韓
非
子
が
後
述
の
よ
う
に
こ
の
両
概
念
を
区
別
し
て
そ
の
相
互
関
係
を
主
張
す
る
こ
と
の

理
論
的
必
要
性
は
無
い
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
但
し
、
「
勢
」
と
「
法
」
と
を
同
｝
視
す
る
考
え
は
、
こ
れ
又
後
述
の
如
く
、
韓
非
子
の
法
思

想
に
お
い
て
或
る
位
置
を
占
め
て
お
り
、
従
っ
て
こ
の
考
え
を
全
面
的
に
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
も
又
不
都
合
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
「
自
然
の
勢
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
地
位
と
理
解
す
る
こ
と
に
は
、
大
い
に
妥
当
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
元
来
地
位
と
は
、
例
え

ば
「
君
臨
す
れ
ど
も
統
治
せ
ず
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
象
徴
的
立
場
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
れ
に
は
必
ず
財
力
・
暴
力
と
い
う
物
理
的
強
制
力
と

身
分
的
・
官
職
的
権
威
と
が
付
着
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
勿
論
、
韓
非
子
の
当
時
、
現
実
に
は
所
謂
「
権
力
無
き
地
位
」
と
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説論

い
う
事
態
が
生
じ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
仔
細
に
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
権
力
無
ぎ
地
位
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
他
者
へ
の
服
従
要
求
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
　
レ

現
は
、
必
ず
相
手
方
の
承
認
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
物
理
的
強
制
力
を
離
れ
権
威
が
独
自
に
機
能
し
て
い
る
事
態
で
あ
る

と
理
解
で
き
る
。
結
局
、
当
時
の
地
位
と
権
力
と
は
互
換
可
能
な
概
念
で
あ
る
。

　
「
自
然
の
勢
」
を
個
人
の
持
つ
カ
リ
ス
マ
的
能
力
と
理
解
す
る
こ
と
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
韓
非
子
に
よ
れ
ば
、
「
勢
」
と
は
発
・
舜
が
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ

を
握
れ
ば
、
仮
に
十
人
の
桀
・
紺
が
存
在
し
よ
う
と
も
乱
し
え
な
い
（
逆
も
真
）
と
い
う
。
即
ち
そ
れ
は
ヵ
リ
ス
マ
的
能
力
を
持
っ
た
人
間
に

お
い
て
も
そ
れ
の
掌
握
の
有
無
が
間
題
と
な
る
よ
う
な
無
主
体
的
（
こ
の
概
念
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
）
な
「
勢
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
理
解
は
「
勢
」
の
無
主
体
性
的
性
質
と
合
わ
な
い
の
で
適
切
で
は
な
い
。

　
三
者
の
説
く
「
勢
」
を
権
力
と
理
解
し
て
若
干
疑
聞
と
な
る
の
は
、
「
勢
治
る
」
「
勢
乱
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
、
後

述
の
議
論
と
併
せ
考
え
て
、
「
権
力
が
治
（
乱
）
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
る
」
こ
と
と
理
解
す
る
な
ら
ば
、
落
着
く
と
思
わ
れ
る
。

　
私
見
に
ょ
れ
ば
、
慎
到
・
儒
家
・
韓
非
子
の
三
者
は
、
「
勢
」
を
権
力
と
理
解
し
て
い
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
の
共
通
理
解
に
立
っ

て
各
自
の
主
張
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
何
故
韓
非
子
は
「
自
然
の
勢
」
と
「
人
設
の
勢
」
と
の
概
念
の
区
別
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
又
そ
の
区
別
の
ポ
イ
ン
ト
は
ど
こ
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
者
の
「
勢
」
理
解
で
共
通
し
て
い
る
の
は
、
「
勢
」
が
治
乱
い
ず
れ
に
も
方
向
づ
け
ら
れ
る
（
無
方
向
性
）
と
い
う
理
解
で
あ
り
、
又
「
勢
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
何
人
に
も
（
無
主
体
性
）
掌
握
可
能
で
あ
り
運
用
可
能
で
あ
る
（
人
為
性
）
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
（
尚
、
以
後
に
お
い
て
括
弧
内
の
用
語
は

こ
こ
で
の
意
昧
内
容
に
限
定
し
て
使
用
す
る
。
）

　
儒
家
は
、
「
勢
」
（
権
力
）
が
何
人
に
も
掌
握
運
用
可
能
で
あ
り
、
し
か
庵
治
乱
い
ず
れ
に
も
利
便
で
あ
る
か
ら
、
「
勢
」
の
方
向
を
決
定
す

る
人
間
、
即
ち
権
力
の
運
用
主
体
こ
そ
重
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
こ
に
儒
家
の
所
謂
人
治
論
の
根
拠
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
リ
ロ

　
他
方
、
韓
非
子
か
ら
見
れ
ば
、
儒
家
の
よ
う
に
卓
越
し
た
指
導
力
あ
る
人
間
の
出
現
を
待
つ
の
は
、
「
偶
然
」
を
特
む
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
な
人
間
の
出
現
は
人
為
的
操
作
不
可
能
な
事
態
で
あ
る
。
従
っ
て
、
韓
非
子
は
そ
れ
を
「
自
然
」
概
念
に
く
く
る
。
し
か
し
、
注
意
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す
べ
ぎ
は
、
仮
に
こ
こ
で
韓
非
子
が
「
自
然
の
勢
」
を
否
定
し
て
い
る
と
解
し
て
も
、
否
定
さ
れ
た
の
は
、
権
力
、
よ
り
具
体
的
に
は
権
力
の

無
方
向
性
・
無
主
体
性
・
人
為
性
と
言
っ
た
諸
相
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
に
拠
っ
て
「
人
治
」
を
主
張
す
る
儒
家
の
理
論
で
あ
る
、
と
い
う
点
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ヤ

あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
人
治
」
即
ち
「
偶
然
」
が
、
な
る
ほ
ど
例
え
ば
権
力
の
無
方
向
性
に
起
因
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
う
で
あ
る
。

　
韓
非
子
は
、
権
力
が
他
者
を
服
従
さ
せ
る
に
足
る
も
の
な
ら
、
常
に
、
即
ち
儒
家
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
よ
う
な
尭
・
舜
・
桀
・
剰
と
い
っ

た
正
・
負
の
卓
越
し
た
指
導
力
を
持
っ
た
人
間
の
時
代
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
他
の
大
多
数
の
中
凡
な
君
主
の
時
代
も
、
権
力
を
利
用
す
べ
ぎ

で
あ
る
と
考
え
る
。
即
ち
、
権
力
の
無
主
体
性
・
人
為
性
が
重
視
さ
れ
る
。
勿
論
、
そ
の
際
に
「
勢
」
は
「
治
」
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
「
勢
」
の
方
向
づ
け
は
、
「
勢
」
自
身
で
は
な
し
得
な
い
（
無
方
向
性
の
別
の
表
現
）
。
と
は
い
え
、
儒
家
の
主
張
す
る
よ
う
に
そ

れ
を
人
間
に
任
せ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
韓
非
子
は
儒
家
に
屈
服
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
理
論
的
・
実
践
的
敗
北
で
あ

る
。
そ
こ
で
韓
非
子
は
、
「
勢
」
の
方
向
づ
け
は
「
法
」
に
よ
っ
て
な
す
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
こ
に
韓
非
子
が
「
勢
」
と
「
法
」
と
を

一
セ
ッ
ト
で
主
張
し
た
理
由
が
明
ら
か
と
な
る
。
「
法
」
と
「
勢
」
と
は
両
々
相
侯
っ
て
必
然
的
に
治
世
を
実
現
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
韓
非
子
の
説
く
「
人
設
の
勢
」
と
は
、
権
力
の
万
人
に
運
用
掌
握
可
能
な
相
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
権

力
の
無
方
向
性
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
故
に
、
卓
越
し
た
負
の
指
導
力
を
持
っ
た
桀
・
糾
と
い
う
人
物
が

出
現
し
、
支
配
者
が
「
法
」
を
超
え
る
事
態
が
生
じ
た
時
は
乱
世
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
尭
・
舜
以
外
の
人
間

が
全
て
桀
・
糾
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
事
態
は
千
に
一
つ
の
確
率
で
已
む
を
得
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
。

　
以
上
の
考
察
か
ら
第
二
の
間
の
答
も
明
ら
か
で
あ
る
。
権
力
に
は
、
無
方
向
性
・
無
主
体
性
・
人
為
性
と
い
っ
た
諸
相
が
本
来
的
に
備
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
。
そ
の
う
ち
の
無
方
向
性
を
ど
の
よ
う
に
解
消
す
る
（
存
在
の
否
定
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
し
）
の
か
が
、
「
人
設
の
勢
」
と
、
「
自
然

の
勢
」
と
の
区
別
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
「
勢
」
の
方
向
操
作
を
韓
非
子
は
「
法
」
に
委
ね
、
儒
家
は
人
間
に
任
せ
る
。
こ
れ
が
「
勢
」
は
「
法
」

で
は
な
い
が
、
「
人
設
の
勢
」
を
「
法
」
と
誤
解
さ
せ
た
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。

　
又
、
換
言
す
れ
ば
、
権
力
に
は
い
く
つ
か
の
相
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
無
方
向
性
を
よ
り
重
視
し
た
の
が
儒
家
（
道
家
的
）
の
主
張
で
あ
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説讐△
“間

り
、
無
主
体
性
或
い
は
人
為
性
を
よ
り
強
調
し
た
の
が
韓
非
子
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
ぎ
よ
う
。
こ
う
し
た
理
解
か
ら
、
「
名
は
一
に
し
て

変
は
無
数
」
と
い
う
韓
非
子
の
命
題
を
、
「
名
称
は
同
じ
で
も
そ
の
実
体
は
異
な
る
」
と
い
う
解
釈
で
は
な
く
、
「
名
称
は
同
じ
で
も
、
そ
の
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

体
は
様
々
の
相
を
持
つ
」
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
名
実
一
致
を
説
く
韓
非
子
の
立
場
と
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
結
局
、
韓
非
子
が
「
自
然
の
勢
」
と
「
人
設
の
勢
」
の
区
別
を
説
く
の
は
、
「
勢
」
に
は
様
々
の
相
が
あ
る
か
ら
、
儒
家
の
理
解
し
た
よ
う
な

道
家
的
視
点
か
ら
の
み
「
勢
」
を
観
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
論
理
必
然
性
は
無
く
、
そ
の
よ
う
な
相
の
存
在
を
前
提
し
て
も
視
点
の
チ
ャ
ン
ネ
ル

を
変
え
れ
ば
同
じ
も
の
の
別
の
相
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
と
同
時
に
、
そ
の
視
点
の
転
換
を
明
確
に
す
る
為
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
れ

が
「
勢
」
に
例
え
ば
「
自
然
」
に
括
る
こ
と
を
許
す
よ
う
な
諸
相
の
存
在
す
る
こ
と
ま
で
も
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
は
注
意
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
上
で
、
韓
非
子
の
「
勢
」
理
解
を
追
い
、
そ
れ
が
権
力
で
あ
る
こ
と
、
及
び
「
勢
」
の
主
張
の
背
後
に
あ
る
実
践
的
意
図
と
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
考
え
る
。
我
々
は
、
さ
ら
に
、
韓
非
子
の
権
力
概
念
の
特
質
の
解
明
へ
と
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
二
　
韓
非
子
の
「
勢
」
の
特
質

　
韓
非
子
の
「
勢
」
理
解
を
追
い
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
主
張
す
る
「
勢
」
の
特
質
の
い
く
つ
か
も
又
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

以
下
で
は
、
そ
の
点
に
考
察
の
焦
点
を
絞
っ
て
、
や
や
詳
細
に
論
じ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

　
〔
一
〕
　
ま
ず
「
勢
」
の
無
主
体
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
の
韓
非
子
の
主
張
内
容
、
及
び
そ
の
実
践
的
帰
結
を
順
に
論
じ
て

お
く
。

　
①
権
力
と
は
何
人
に
も
掌
握
運
用
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
人
は
そ
れ
を
掌
握
す
れ
ば
他
者
を
自
己
の
意
思
の
下
に
服
せ
し
め
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
韓
非
子
に
よ
れ
ば
、
「
勢
」
即
ち
権
力
は
、
君
主
に
お
け
る
賢
・
不
肖
・
中
凡
の
い
ず
れ
に
と
っ
て
も
そ
の
掌
握
運
用
が
可
能
で

あ
る
。
否
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
権
力
は
君
主
の
み
が
掌
握
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
臣
下
も
、
さ
ら
に
は
韓
非
子
に
お
い
て
は
全
く
予
想
さ
れ
て
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い
な
い
が
庶
衆
も
チ
ャ
ン
ス
が
あ
れ
ば
そ
の
掌
握
運
用
が
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
権
力
の
無
主
体
性
と
い
う
特
質
で
あ
る
。
人
為
性
に
つ
い

て
は
、
こ
こ
に
そ
の
性
質
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
特
に
触
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
レ

　
「
勢
」
に
無
主
体
性
と
い
う
特
質
が
あ
る
か
ら
、
「
主
は
勢
を
失
い
て
臣
は
国
を
得
、
主
は
更
て
蕃
臣
を
称
し
…
」
（
孤
憤
篇
）
と
い
う
君
臣

所
を
更
え
る
事
態
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
当
時
に
お
い
て
地
位
は
単
な
る
象
徴
と
し
て
は
機
能
し
え
ず
、
そ
れ
に
は
必
ず
権
力
の
掌

握
が
伴
う
。
こ
こ
は
権
力
を
掌
握
し
た
者
が
君
主
の
地
位
に
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
に
、
下
剋
上
が
日
常
と
な
っ
て
い

っ
た
当
時
の
社
会
現
状
に
対
す
る
韓
非
子
の
認
識
の
反
映
が
窺
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

　
例
え
ば
「
権
勢
は
以
て
人
に
借
す
可
か
ら
ず
。
上
が
其
の
一
を
失
す
れ
ば
、
臣
は
以
て
百
を
為
す
…
」
（
内
儲
説
下
篇
）
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ

う
な
認
識
を
前
提
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
権
威
が
本
来
物
理
的
強
制
力
を
基
底
に
し
て
い
る
と
し
て
も
、
前
者
は
後
者
を
離
れ
て
機
能
す
る
場

面
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
権
威
も
又
無
主
体
性
的
特
質
を
持
つ
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
姦
却
殺
臣
篇
に
、
「
夫
れ
姦
臣
と
は
皆
、
信
幸
の
勢
に
乗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
レ

る
を
得
て
以
て
群
臣
を
殿
誉
進
退
す
る
者
な
り
」
と
言
う
時
、
韓
非
子
が
権
威
の
そ
の
よ
う
な
特
質
を
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　
韓
非
子
が
、
物
理
的
強
制
力
で
あ
れ
権
威
で
あ
れ
、
と
も
か
く
権
力
に
無
主
体
性
と
い
う
特
質
を
見
て
い
た
こ
と
は
、
以
上
の
考
察
か
ら
明

ら
か
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
②
権
力
は
無
主
体
性
と
い
う
特
質
を
持
つ
と
す
る
韓
非
子
の
理
論
は
、
政
治
実
践
の
場
で
は
治
世
実
現
の
為
の
支
配
者
に
よ
る
権
力
の
独

占
的
掌
握
運
用
（
独
専
）
の
必
要
に
逢
着
す
る
。
即
ち
、
支
配
者
へ
の
権
力
集
中
体
制
の
実
現
と
い
う
彼
の
実
践
的
要
請
は
、
権
力
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

の
そ
の
よ
う
な
理
論
的
認
識
を
前
提
と
し
て
い
る
。
　
「
権
勢
以
て
人
に
借
す
べ
か
ら
ず
」
（
前
出
）
「
勢
の
重
ぎ
は
人
主
の
淵
な
り
」
（
内
儲
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
ロ

下
篇
）
「
主
の
尊
き
所
以
の
も
の
は
権
な
り
」
（
心
度
篇
）
等
は
、
君
主
に
よ
る
権
力
独
専
を
言
う
も
の
で
あ
り
、
人
主
篇
・
愛
臣
篇
等
に
は
、

人
主
が
権
力
を
独
専
し
え
な
い
弊
が
説
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
レ

　
「
賞
罰
」
「
徳
刑
」
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ
を
「
法
」
制
度
と
も
理
解
で
き
る
が
、
よ
り
具
体
的
に
は
「
法
」
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ

の
実
行
に
は
そ
れ
を
保
障
す
る
権
力
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
、
二
柄
篇
に
「
人
主
は
刑
徳
を
以
て
臣
を
制
す
る
者
な
り
。
今
の
人
に
君
た
る
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説論

　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

者
は
其
の
刑
徳
を
釈
て
臣
を
し
て
之
を
用
い
せ
し
め
ば
、
則
ち
君
は
反
っ
て
臣
に
制
せ
ら
る
」
と
言
う
時
、
こ
れ
は
権
力
の
無
主
体
性
の
指
摘

で
あ
る
と
同
時
に
、
支
配
者
に
よ
る
権
力
独
専
の
要
請
で
も
あ
る
。
又
、
八
経
篇
に
「
君
は
柄
を
執
り
勢
に
虚
る
。
故
に
令
は
行
わ
れ
、
禁
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
σ
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

れ
ば
止
む
。
柄
と
は
殺
生
の
制
な
り
、
勢
と
は
勝
衆
の
資
な
り
」
と
い
う
の
も
、
「
柄
」
と
は
「
法
」
的
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
「
勢
」
と
は

物
理
的
強
制
力
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
も
又
支
配
者
に
よ
る
権
力
掌
握
を
説
く
も
の
と
理
解
で
き
る
。

　
以
上
か
ら
、
「
勢
」
の
無
主
体
性
的
特
質
の
認
識
と
、
そ
こ
か
ら
実
践
的
に
導
出
さ
れ
る
支
配
者
へ
の
権
力
集
中
体
制
の
主
張
と
が
、
韓
非

子
の
「
勢
」
論
の
要
諦
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

　
〔
二
〕
　
も
し
支
配
者
に
よ
る
権
力
独
専
が
治
政
実
現
の
十
分
条
件
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
支
配
者
自
身
の
権
力
掌
握
運
用
能
力
が
問
題
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

ろ
う
。
韓
非
子
の
予
想
す
る
中
凡
の
君
主
に
果
し
て
そ
の
よ
う
な
能
力
が
備
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
支
配
者
の
緬
人
的
能
力
．

資
質
が
間
題
と
な
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
儒
家
の
主
張
す
る
人
治
論
と
何
ら
選
ぶ
と
こ
ろ
が
無
い
の
で
は
な
い
の
か
。

　
し
か
し
、
韓
非
子
の
理
論
で
は
、
権
力
独
専
は
治
政
に
と
っ
て
の
十
分
条
件
で
は
な
く
必
要
条
件
で
あ
る
。
韓
非
子
は
「
勢
」
の
み
で
統
治

が
実
現
可
能
と
は
考
え
な
い
。
韓
非
子
の
説
く
「
勢
」
の
第
こ
の
特
質
と
し
て
、
そ
れ
が
「
法
」
と
の
セ
ッ
ト
で
説
か
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
レ

る
。
例
え
ば
「
法
を
抱
き
勢
に
虚
れ
ば
治
ま
り
、
法
に
背
き
勢
を
去
れ
ば
乱
る
」
（
前
出
）
と
い
う
主
張
を
示
す
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。
そ
の
際
、

「
法
」
と
「
勢
」
と
の
関
係
が
相
補
的
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
こ
に
は
「
法
」
が
「
勢
」
を
必
要
と
す
る
と

同
時
に
、
「
勢
」
が
「
法
」
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
二
方
向
の
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。

　
今
、
こ
の
両
者
の
相
補
関
係
の
理
論
的
検
討
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
実
践
的
意
図
を
も
解
明
し
て
ゆ
ぎ
た
い
。

　
①
　
何
故
「
法
」
は
「
勢
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
韓
非
子
の
法
思
想
が
、
他
方
に
お
け
る
「
礼
」
思
想
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
視
点
は
、
本
論
の
基
本
的
前
提
の
一

　
　
（
5
1
）

つ
で
あ
る
。

　
「
礼
」
と
「
法
」
と
を
比
較
し
て
、
そ
の
根
本
的
な
相
違
点
は
、
前
者
が
ル
ー
ル
の
内
容
に
サ
ン
ク
シ
．
ン
の
帰
属
を
含
ま
せ
な
い
の
に
対
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韓非子の法思想国（君川）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
ロ

し
、
後
者
は
そ
れ
を
含
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
需
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
「
礼
」
理
論
で
は
、
そ
の
違
背
行
為
に
つ
い
て
、
本
来
的
に
は
「
過
ち
を
改
め
る
」
と
い
う
手
段
を
採
用
し
て
そ
の
解
消
が
略
ら
れ
、
従
っ

て
箏
後
的
に
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
予
想
さ
れ
て
い
な
い
。
又
そ
の
ル
ー
ル
の
実
効
性
の
保
障
も
、
理
論
的
に
は
人
間

の
良
心
・
学
習
能
力
を
前
提
と
し
た
「
教
化
」
に
求
め
ら
れ
て
お
り
、
物
理
的
強
制
力
は
排
さ
れ
る
。

　
他
方
、
「
法
」
は
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
帰
属
を
ル
ー
ル
の
内
容
と
し
て
い
る
。
「
法
」
は
人
間
の
行
態
に
ど
の
程
度
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
帰
属
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

せ
る
か
を
測
る
尺
度
と
し
て
の
性
格
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
法
」
が
そ
の
ル
ー
ル
の
内
容
と
し
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
帰
属
を
定
め
た

と
し
て
も
、
「
法
」
そ
れ
自
身
が
物
理
的
強
制
力
を
持
ち
え
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
法
」
は
そ
の
ル
ー
ル
の
実
効
性
を
保
障
す
る
も
の
を

「
法
」
の
外
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
要
求
さ
れ
た
の
が
「
勢
」
で
あ
る
。
即
ち
、
「
法
」
は
そ
の
ル
ー
ル
構
成

上
か
ら
し
て
「
勢
」
を
必
要
と
す
る
存
在
で
あ
る
。

　
翻
っ
て
考
え
る
に
、
「
礼
」
と
「
刑
」
と
の
併
用
の
可
能
性
は
、
「
礼
」
の
倫
理
化
を
最
初
に
説
い
た
孔
子
の
思
想
の
中
に
も
存
在
し
て
い
た

（
56
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

し
、
歴
史
は
「
礼
」
「
刑
」
併
用
へ
の
理
論
的
展
開
を
示
し
て
い
る
。
筍
子
の
「
礼
」
論
が
そ
う
で
あ
る
。
韓
非
子
の
法
理
論
に
お
け
る
「
法
」

と
「
勢
」
と
の
区
別
の
着
想
は
、
そ
の
よ
う
な
儒
家
の
「
礼
」
論
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
韓
非
が
荷
子
の
門
塾
に
学
ん

だ
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
一
つ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。
勿
論
、
「
法
」
の
名
宛
人
は
万
人
で
あ
る
の
に
対
し
、
儒
家
の
所
謂
礼
刑
併
用
論
と
は
「
礼
」

と
「
刑
」
と
の
名
宛
人
を
各
々
別
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
と
韓
非
子
の
「
法
」
「
勢
」
セ
ッ
ト
論
と
に
直
接
的
関
連
が
あ
る
と
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
筍
子
の
説
く
礼
刑
併
用
論
と
は
、
「
刑
」
が
「
礼
」
の
実
効
力
の
保
障
と
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
従

っ
て
、
こ
れ
と
韓
非
子
と
の
考
え
に
は
密
接
な
連
関
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
儒
法
抗
争
の
展
開
に
、
対
立
す
る
思
想
の
融
合
へ
の
流
れ
を
予
想
す
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
は
な
か
ろ
う
。
実
践
に
お
け
る
対
立

が
、
理
論
に
お
け
る
相
互
影
響
を
触
発
し
、
つ
い
に
は
そ
の
融
合
へ
と
帰
結
す
る
と
い
う
、
思
想
史
に
お
い
て
興
味
の
あ
る
事
態
が
こ
こ
に
は

見
ら
れ
る
。
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説論

　
②
逆
に
、
何
故
「
勢
」
は
「
法
」
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
本
稿
の
最
初
に
み
た
よ
う
に
、
勢
は
広
義
に
は
「
状
況
に
備
っ
た
力
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
こ
の
広
義
の
勢
は
、
自
身
で
自
ら
の
方
向
を

規
定
す
る
と
埋
解
し
う
る
よ
う
な
相
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
時
勢
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
状
況
A
を
状
況
B
へ
と
変
化
さ
せ
る
力

と
同
時
に
、
不
可
逆
性
乃
至
一
方
向
性
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
相
を
持
つ
勢
は
謂
わ
ば
ベ
ク
ト
ル
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

　
（
5
8
）

よ
う
Q

　
し
か
し
、
韓
非
子
の
説
く
「
勢
」
は
大
方
権
力
と
理
解
で
き
、
そ
の
権
力
的
「
勢
」
に
は
無
方
向
性
と
い
う
特
質
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
既
述
の
よ
う
に
、
難
勢
篇
で
、
慎
到
・
儒
家
・
韓
非
子
三
者
共
に
「
勢
」
で
権
力
を
考
え
、
又
そ
の
理
解
の
内
容
も
『
致
し
て
い
た
。
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
み
レ

ち
、
そ
こ
で
儒
家
の
主
張
に
あ
っ
た
「
夫
れ
勢
と
は
治
に
便
に
し
て
乱
に
も
利
な
る
者
な
り
」
と
い
う
見
解
は
、
韓
非
子
も
是
認
す
る
。
「
勢
」

が
治
乱
の
敦
れ
に
も
利
便
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
、
そ
こ
か
ら
権
力
の
無
方
向
性
と
い
う
特
質
を
引
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

権
力
的
「
勢
」
自
身
に
は
方
向
規
定
性
が
無
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ベ
ク
ト
ル
的
勢
か
ら
方
向
規
定
性
を
奪
っ
た
の
が
権
力
的
「
勢
」
で
あ
る
。

　
権
力
的
「
勢
」
の
方
向
を
指
示
す
る
の
は
そ
の
運
用
主
体
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
は
容
易
に
浮
ぶ
。
そ
れ
が
儒
家
の
主
張
す
る
人
治
論
の
根

拠
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
勢
」
の
方
向
決
定
を
運
用
主
体
に
任
せ
る
の
は
、
彼
の
個
人
的
資
質
能
力
の
偶
然
性
に
よ
っ
て
「
勢
」
の
方
向
も
左
右

さ
れ
る
と
い
う
事
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
即
ち
、
「
勢
」
の
方
向
も
又
偶
然
の
も
の
と
な
り
、
治
政
の
必
然
的
実
現
は
不
可
能
で
あ
る
。
従
っ

て
韓
非
子
は
こ
れ
に
反
対
す
る
。
以
上
は
既
出
の
議
論
に
基
づ
く
。

　
卓
抜
し
た
能
力
を
持
つ
人
間
は
別
と
し
て
、
だ
れ
が
「
勢
」
の
運
用
主
体
と
な
っ
て
も
そ
の
方
向
を
一
定
に
保
つ
に
は
、
彼
が
ナ
ビ
ゲ
ー
タ

i
（
進
路
自
動
調
節
装
置
）
に
従
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
の
役
割
を
果
す
の
が
「
法
」
で
あ
る
。
「
法
」
に
は
行
為
測
定
機
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ロ

同
時
に
、
行
為
規
制
的
・
行
為
誘
導
的
機
能
が
存
在
す
る
。
換
、
百
す
れ
ば
、
「
法
」
は
人
間
行
態
の
実
現
す
べ
き
、
あ
る
い
は
目
標
と
す
べ
き
価

値
の
指
示
機
能
を
持
つ
。
「
法
」
の
持
つ
こ
の
機
能
が
、
「
法
」
が
「
勢
」
の
方
向
を
指
示
す
る
役
割
を
持
た
さ
れ
た
根
拠
で
あ
る
。
「
法
」
の
指

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
テ
イ
リ
テ
イ

示
す
る
価
値
は
、
韓
非
子
に
よ
れ
ば
、
行
態
の
「
公
」
的
有
用
性
で
あ
る
。
「
法
」
に
よ
っ
て
万
人
の
行
態
は
「
公
」
的
有
用
性
実
現
へ
と
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韓非子の法思想㊧（石川）

　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

方
向
づ
け
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
「
勢
」
の
運
用
主
体
も
「
法
」
を
手
に
す
れ
ば
、
必
然
的
に
治
政
の
実
現
が
可
能
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

　
こ
こ
で
注
意
す
べ
ぎ
は
、
「
勢
」
の
「
法
」
に
よ
る
治
政
へ
の
方
向
づ
け
を
権
力
行
使
の
法
的
規
制
と
理
解
し
う
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
こ
の

間
題
の
答
は
、
結
局
、
「
勢
」
の
運
用
主
体
と
「
法
」
と
の
関
係
の
理
解
如
何
に
よ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
韓
非
子
の
法
思
想
を
再
検
討
す
る
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ロ

に
焦
点
の
一
つ
と
な
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
。

　
③
　
「
勢
」
は
「
法
」
と
相
侯
っ
て
特
定
の
価
値
実
現
に
奉
仕
す
る
と
い
う
特
質
を
持
つ
。
「
法
」
に
は
人
を
し
て
或
る
価
値
へ
と
向
わ
せ
る

機
能
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
勢
」
即
ち
権
力
は
或
る
人
（
「
勢
」
の
無
主
体
性
の
別
の
表
現
）
の
意
思
を
貫
徹
さ
せ
る
力
で
あ
る
。
そ
れ
を
、

或
る
人
の
目
指
す
価
値
を
実
現
さ
せ
る
力
で
あ
る
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
「
法
」
寮
指
示
し
た
或
る
価
値
と
或
る
人
の
目
指
す

価
値
と
が
一
致
す
る
時
、
「
勢
」
と
「
法
」
と
は
相
侯
っ
て
特
定
の
価
値
実
現
を
果
す
こ
と
に
な
る
。

　
韓
非
子
の
理
論
で
は
、
「
法
」
の
指
示
す
る
価
値
と
は
行
態
の
「
公
」
的
有
用
性
で
あ
り
、
或
る
人
の
目
指
す
価
値
と
は
「
治
」
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
従
っ
て
、
「
勢
」
と
「
法
」
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
価
値
と
は
、
君
主
の
主
観
的
価
値
で
は
な
く
、
「
公
」
的
秩
序
と
い
う
客
観
的
価

　
　
　
（
6
4
V

値
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぱ
レ

　
し
か
し
、
実
践
的
に
は
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た
価
値
が
存
在
し
て
い
る
。
韓
非
子
に
と
り
「
公
」
と
は
君
主
に
他
な
ら
な
い
。
「
治
」
即
ち
秩
序

に
も
様
々
の
態
様
が
考
え
ら
れ
う
る
。
例
え
ば
、
儒
家
の
考
え
る
秩
序
と
韓
非
子
の
そ
れ
と
は
、
「
礼
」
と
「
法
」
と
が
各
々
の
ル
ー
ル
の
内
容

を
異
に
す
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
。
「
治
」
の
態
様
を
い
か
に
決
め
る
か
は
「
勢
」
の
運
用
主
体
が
い
か
な
る
ル
ー
ル
体
系
を
採

用
す
る
か
に
よ
る
。
従
っ
て
、
「
公
」
的
秩
序
と
は
、
実
践
的
に
は
、
君
主
の
意
思
・
君
主
の
望
む
価
値
と
読
み
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

結
果
、
「
法
」
と
「
勢
」
と
は
君
主
の
意
思
貫
徹
の
為
の
道
具
と
な
る
。

　
「
勢
」
と
「
法
」
と
の
以
上
の
よ
う
な
特
質
に
注
目
し
た
時
、
両
者
は
、
そ
の
役
割
は
違
っ
て
も
、
果
す
機
能
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
判
明

す
る
。
こ
の
機
能
の
共
通
性
に
着
眼
す
れ
ば
、
「
法
」
は
「
勢
」
で
あ
る
と
の
理
解
も
可
能
で
あ
る
。
「
法
は
力
な
り
」
と
す
る
立
場
は
、
「
勢
」

と
「
法
」
と
の
役
割
、
或
い
は
そ
の
理
論
構
造
に
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
果
す
機
能
面
に
着
目
し
た
時
、
韓
非
子
の
法
思
想
の
中
に
そ
の
位
置
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を
占
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
④
「
法
」
「
勢
」
セ
ッ
ト
論
の
実
践
的
意
図
も
、
以
上
の
考
察
か
ら
自
ず
と
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
一
つ
は
、
前
提
に
含
め
た
も
の
を
結
論
と
し
て
取
り
出
す
と
い
う
論
理
的
タ
オ
ト
・
ジ
ー
を
侵
す
こ
と
に
な
る
が
、
反
儒
家
．
反
人
治
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
ス

る
。
「
慶
賞
の
勧
・
刑
罰
の
威
な
く
、
勢
を
釈
て
法
を
委
つ
れ
ば
、
尭
・
舜
を
し
て
戸
ご
と
に
説
か
し
め
人
ご
と
に
之
を
弁
ぜ
し
む
る
と
も
、

　
　
　
　
　
　
ハ
　
レ

三
家
を
治
む
能
わ
ず
」
（
難
勢
篇
）
と
い
う
文
を
引
け
ば
、
こ
れ
以
上
の
例
証
は
不
要
で
あ
ろ
う
。

　
「
公
」
的
秩
序
実
現
を
目
指
す
時
、
「
勢
」
に
よ
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
、
結
局
「
勢
」
の
運
用
主
体
の
資
質
・
能
力
如
何
が
問
題
と
な
り
、

そ
れ
は
儒
家
の
主
張
す
る
人
治
主
義
に
帰
着
す
る
。
こ
れ
を
避
け
る
為
に
「
勢
」
を
「
法
」
と
セ
ヅ
ト
で
説
く
こ
と
が
韓
非
子
に
は
是
非
と
も

必
要
で
あ
っ
た
。
反
儒
家
と
い
う
彼
の
実
践
的
立
場
が
、
「
法
」
と
「
勢
」
と
を
区
別
し
、
前
者
が
後
者
の
方
向
を
コ
ン
ト
担
ー
ル
す
る
と
い

う
、
法
思
想
史
上
も
注
目
す
べ
き
理
論
を
生
み
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
二
つ
は
、
君
主
の
意
思
の
貫
徹
を
実
現
す
る
と
い
う
意
図
で
あ
る
。
「
勢
」
は
そ
れ
自
身
が
主
体
の
意
思
を
実
現
さ
せ
る
カ
で
あ
る
と
同
時

に
、
「
法
」
的
価
値
の
実
現
を
も
保
障
す
る
。
「
勢
」
は
「
法
」
と
共
に
支
配
者
意
思
の
貫
徹
を
実
現
す
る
。
韓
非
子
は
君
主
に
よ
る
「
勢
」
の

独
専
を
説
く
。
そ
こ
に
は
、
君
主
へ
の
権
力
集
中
体
制
の
実
現
を
目
指
す
と
い
う
韓
非
子
の
実
践
的
意
図
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
〔
三
〕
　
　
「
自
然
の
勢
」
と
「
人
設
の
勢
」
と
い
う
概
念
構
成
に
存
す
る
特
質
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
も
又
既
出
の
議
論
の
中
で
ほ
ぼ
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
二
つ
の
「
勢
」
が
共
に
権
力
を
意
味
す
る
こ
と
、
又
そ
れ
が
何
故
「
自
然
」
と
「
人
設
」
と
に
概
念
上
区
別
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て

は
既
に
述
べ
た
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
同
じ
権
力
を
言
っ
て
そ
れ
を
「
自
然
の
勢
」
「
人
設
の
勢
」
と
概
念
構
成
す
る
そ
の
発
想
に
存
す
る
特
質

を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
権
力
に
は
様
々
の
相
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
無
方
向
性
を
如
何
に
解
消
す
る
か
が
、
「
勢
」
を
「
自
然
」
と
「
人
設
」
と
に
区
別
す
る
ポ
イ
ン

ト
で
あ
っ
た
。
儒
家
は
人
に
任
せ
、
韓
非
子
は
「
法
」
に
委
ね
る
。
何
故
、
前
者
は
「
自
然
」
と
、
後
者
は
「
人
設
」
と
発
想
さ
れ
る
の
で
あ
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韓非子の法思想㊧（石川）

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
韓
非
子
に
「
自
然
は
偶
然
で
あ
り
、
人
為
は
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
観
念
が
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
儒
家
は
権
力
の
無
方
向
性
を
主
た
る
根
拠
に
、
人
治
を
説
く
。
し
か
し
、
能
力
あ
る
人
間
の
出
現
は
人
為
的
操
作
不
可
能
な
「
偶
然
」
に
属

し
、
そ
の
結
果
治
政
の
実
現
も
又
「
偶
然
」
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
主
張
は
「
自
然
」
と
概
念
規
定
さ
れ
る
。
他
方
で
韓
非
子

は
権
力
の
方
向
規
定
を
「
法
」
に
委
ね
て
し
ま
う
。
従
っ
て
彼
は
権
力
の
無
方
向
性
と
い
う
相
を
ほ
と
ん
ど
無
視
で
き
る
。
そ
の
結
果
、
権
力

の
無
主
体
性
或
い
は
人
為
性
と
い
っ
た
相
が
ク
・
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ
れ
て
く
る
。
権
力
の
人
為
性
・
無
主
体
性
と
「
法
」
と
を
根
拠
に
治
政
の

「
必
然
」
的
実
現
が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
韓
非
子
自
身
の
主
張
は
「
人
設
」
と
い
う
概
念
に
括
ら
れ
る
。

　
韓
非
子
は
実
践
的
に
は
反
儒
家
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
は
儒
家
の
理
論
を
否
定
す
る
。
　
「
自
然
の
勢
」
の
主
張
は
、
道
家
の
論
に
触
発
さ
れ
た

と
は
言
え
、
儒
家
の
権
力
論
で
あ
る
。
故
に
こ
れ
も
又
否
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
時
、
実
際
に
は
何
が
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
の
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
権
力
の
無
方
向
性
の
相
が
「
自
然
」
に

括
ら
れ
、
そ
の
無
主
体
性
・
人
為
性
の
相
が
「
人
設
」
に
括
ら
れ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
自
然
の
勢
」
の
否
定
は
権
力
の
無
方

向
性
の
相
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
韓
非
子
の
「
勢
」
理
解
に
お
い
て
、
「
自
然
」
「
偶
然
」
と
い
う
概
念
に
括
ら
れ
う
る

権
力
の
無
方
向
性
と
い
う
相
も
、
又
決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
既
に
明
ら
か
で
あ
る
。
否
定
さ
れ
て
い
る
の
は
権
力
の
そ
の

よ
う
な
諸
相
に
拠
っ
て
主
張
さ
れ
る
「
人
治
」
論
で
あ
っ
た
。

　
韓
非
子
は
「
勢
」
の
「
自
然
」
的
・
「
偶
然
」
的
相
を
否
定
せ
ず
そ
の
存
在
を
前
提
し
て
、
そ
れ
の
解
消
を
「
法
」
に
委
ね
て
実
現
し
、
「
勢
」

の
「
人
為
」
的
・
「
必
然
」
的
相
へ
の
視
点
の
転
換
を
行
う
。
こ
の
転
換
が
、
道
家
的
視
点
を
前
提
に
し
て
、
そ
こ
か
ら
韓
非
子
的
視
点
へ
の

転
換
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
も
は
や
論
ず
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

　
こ
こ
に
、
「
法
」
「
術
」
に
お
い
て
存
在
し
て
い
た
「
転
換
」
と
い
う
観
念
が
、
「
勢
」
に
も
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
即
ち
、

「
法
」
「
術
」
「
勢
」
の
敦
れ
の
論
に
お
い
て
も
韓
非
子
の
思
想
と
道
家
思
想
と
は
、
あ
る
連
続
性
が
保
た
さ
れ
て
い
る
。
両
思
想
は
、
思
考
の

論
理
上
で
の
「
転
換
」
と
い
う
操
作
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
架
橋
が
な
さ
れ
る
。
韓
非
子
の
法
思
想
は
、
道
家
思
想
を
排
斥
す
る
の
で
は
な
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説論

く
、

却
っ
て
そ
れ
を
基
底
礎
と
す
る
こ
と
、
即
ち
反
儒
家
で
は
あ
っ
て
も
反
道
家
で
は
な
い
こ
と
が
、
以
上
の
考
察
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

　
三
　
ま
　
と
　
め

　
以
上
で
韓
非
子
の
説
く
「
勢
」
の
理
解
内
容
及
び
そ
の
特
質
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

　
「
勢
」
を
権
力
と
理
解
し
、
「
法
」
「
勢
」
の
相
補
的
関
係
を
説
く
韓
非
子
の
主
張
は
、
法
思
想
史
上
に
注
目
す
べ
き
位
置
を
占
め
よ
う
。
再

確
認
の
為
に
そ
れ
を
挙
げ
て
み
る
。

　
①
ま
ず
「
法
」
と
「
勢
」
（
権
力
）
と
の
区
別
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
「
法
」
は
、
「
礼
」
と
違
っ
て
、
そ
の
ル
ー
ル
の
内
容
と
し
て
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
帰
属
を
定
め
る
。
と
は
言
え
、
「
法
」
が
物
理
的
強
制
力
そ

れ
自
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
「
法
」
外
に
「
法
」
的
ル
ー
ル
の
実
効
性
を
保
障
す
る
も
の
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
「
勢
」
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
法
」
外
的
な
権
力
の
認
識
の
現
実
的
生
成
因
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
五
轟
篇
等
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
権
力
の
分
散

状
況
に
お
い
て
、
い
か
に
「
法
」
が
提
示
さ
れ
よ
う
と
も
そ
の
実
効
性
の
確
保
が
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
事
態
で
あ
り
、
そ
の
現
状
に
対
す
る
韓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ

非
子
の
観
察
力
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
推
測
を
重
ね
る
な
ら
、
「
法
」
治
が
実
効
を
挙
げ
て
い
た
秦
と
韓
非
子
の
法
思
想
の
土
壌
で
あ
る
韓
と
に
お

け
る
君
主
権
の
集
中
程
度
の
落
差
の
認
識
が
、
「
法
」
の
背
後
に
潜
む
権
力
を
「
法
」
と
は
別
の
存
在
と
し
て
韓
非
子
に
気
づ
か
せ
た
要
因
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
②
次
い
で
「
法
」
が
「
勢
」
を
方
向
づ
け
る
と
い
う
認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
勿
論
こ
の
認
識
が
、
法
に
よ
る
権
力
の
規
制
と
い
う
思
想
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
「
法
」
の
適
用
・
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

行
の
為
の
手
続
的
ル
ー
ル
と
考
え
ら
れ
る
「
術
」
が
君
主
一
人
に
よ
っ
て
掌
握
さ
れ
、
秘
密
性
を
持
た
さ
れ
て
い
た
時
、
権
力
行
使
の
「
法
」

的
規
制
が
実
際
に
ど
の
程
度
可
能
で
あ
る
の
か
は
疑
間
で
あ
る
。
但
し
、
「
術
」
が
秘
密
主
義
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
君
主
が
「
術
」
的
ル
ー
ル
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ヴ

に
遵
う
と
い
う
事
態
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
に
は
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
局
、
「
法
」
及
び
「
術
」
的
ル
ー
ル
に

よ
る
権
力
の
規
制
の
可
能
性
は
、
理
論
的
に
は
存
在
し
て
い
る
と
も
理
解
で
ぎ
る
。
し
か
し
、
こ
の
閲
題
に
つ
い
て
は
、
後
章
で
取
扱
っ
て
、

こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
な
い
。

　
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
次
の
点
に
あ
る
。
韓
非
子
の
現
実
主
義
的
立
場
が
、
彼
の
理
論
に
現
実
追
随
的
傾
向
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
ロ

い
て
は
既
に
述
べ
て
お
い
た
。
領
域
国
家
に
よ
る
統
一
へ
と
向
う
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、
そ
の
領
域
国
家
に
お
け
る
権
力
の
担
い
手
が
君
主
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
時
代
の
動
か
し
難
い
枠
組
で
あ
り
、
韓
非
子
に
と
っ
て
も
そ
れ
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の

与
え
る
認
識
枠
組
へ
と
韓
非
子
が
組
込
ま
れ
て
い
れ
ば
い
る
程
、
韓
非
子
が
君
主
に
よ
る
権
力
行
使
の
方
向
を
コ
ン
ト
・
ー
ル
す
る
機
能
が
「

法
」
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
こ
と
は
、
極
め
て
注
目
に
値
す
る
。

　
こ
の
認
識
の
生
成
因
は
、
既
に
指
摘
し
た
よ
う
に
反
儒
家
と
い
う
彼
の
実
践
的
立
場
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
認
識
は
儒
家
の
人
治
主
義
を
否

定
し
よ
う
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
こ
の
認
識
は
正
に
儒
法
抗
争
の
所
産
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
③
　
最
後
に
、
「
法
」
と
「
勢
」
と
が
特
定
の
価
値
実
現
に
奉
仕
す
る
と
い
う
、
韓
非
子
の
理
論
に
お
い
て
は
、
謂
わ
ば
「
隠
さ
れ
た
」
認

識
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

　
「
法
」
は
行
態
の
尺
度
で
あ
る
と
同
時
に
、
価
値
の
指
示
を
も
行
う
。
従
っ
て
、
「
勢
」
は
尺
度
の
通
用
性
を
保
障
す
る
と
同
時
に
、
「
法
」
的

価
値
の
実
現
を
も
保
障
す
る
。
又
、
「
勢
」
は
そ
れ
自
身
特
定
の
価
値
を
他
者
の
意
思
に
反
し
て
、
あ
る
い
は
そ
の
承
認
の
も
と
に
実
現
し
て
ゆ

く
力
で
あ
る
。
故
に
、
「
法
」
と
「
勢
」
と
は
共
に
価
値
実
現
の
為
の
手
段
と
な
り
う
る
。
韓
非
子
に
お
い
て
、
理
論
上
は
、
「
法
」
と
「
勢
」
と

の
実
現
す
る
価
値
と
は
、
「
公
」
的
秩
序
と
い
う
客
観
的
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
践
的
に
は
、
そ
れ
は
君
主
の
意
思
と
同
意
で
あ
る
。

　
韓
非
子
の
「
勢
」
論
で
は
、
権
力
主
体
に
は
価
値
指
示
の
権
限
を
認
め
ず
、
そ
れ
を
「
法
」
に
委
ね
る
。
「
法
」
と
は
各
人
の
私
的
利
欲
追

求
行
為
を
「
公
」
的
賞
罰
体
系
へ
と
転
換
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
人
が
そ
の
本
能
の
ま
ま
に
行
為
す
る
な
ら
、
彼
ら
は
必
然
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゆ
ロ

「
法
」
を
遵
守
す
る
こ
と
に
な
り
、
「
公
」
的
秩
序
が
実
現
さ
れ
る
。
そ
こ
で
「
法
」
と
は
万
人
に
承
認
さ
れ
う
る
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
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「
法
」
と
「
勢
」
と
は
万
人
の
承
認
す
る
価
値
の
実
現
に
奉
仕
す
る
か
の
如
き
で
あ
る
。
こ
の
結
果
、
韓
非
子
の
理
論
で
は
、
「
法
」
と
「
勢
」

と
が
特
定
の
価
値
実
現
に
奉
仕
す
る
と
い
う
そ
の
本
来
の
特
質
は
曖
昧
と
な
り
、
結
局
は
見
失
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
具
体
的
に
は
、
中
凡

君
主
統
治
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
君
主
は
主
観
的
意
思
の
実
現
を
め
ざ
す
支
配
者
で
は
な
く
、
客
観
的
価
値
実
現
の
為
の
監
督
者
的
存
在

に
な
っ
て
い
る
。
薙
に
我
々
は
「
法
治
」
主
義
の
陥
穽
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
お
レ

　
「
法
」
的
価
値
と
は
本
来
特
定
の
価
値
で
し
か
な
い
。
韓
非
子
は
、
論
の
初
め
か
ら
、
儒
家
的
価
値
を
明
確
に
切
り
捨
て
て
い
る
。
「
勢
」

（
権
力
）
の
担
い
手
の
側
に
お
い
て
は
、
彼
自
身
の
主
観
的
価
値
と
「
法
」
的
価
値
と
の
間
に
何
ら
齢
鱈
は
な
い
。
し
か
し
、
彼
以
外
の
人
が

「
法
」
的
価
値
を
承
認
す
る
の
は
、
彼
の
持
つ
権
力
、
端
的
に
は
物
理
的
強
制
力
の
故
で
あ
る
。
従
っ
て
、
韓
非
子
は
、
理
論
的
に
も
実
践
的

に
も
、
支
配
の
貫
徹
の
為
に
「
勢
」
を
掌
握
す
る
こ
と
が
如
何
に
重
要
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
繰
返
し
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
で
「
勢
」
の
考
察
を
一
ま
ず
終
え
る
こ
と
に
す
る
。
と
い
う
の
も
、
以
上
で
韓
非
子
の
「
勢
」
論
の
全
て
が
論
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な

く
、
例
え
ば
「
勢
」
と
「
術
」
と
の
関
係
な
ど
、
幾
つ
か
の
残
し
た
論
点
も
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
点
は
、
次
節
の
「
小
結
」
で
「
法
」
「
術
」

「
勢
」
の
三
者
の
相
互
関
係
を
考
察
し
て
ゆ
く
際
に
、
併
せ
て
論
じ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
未
完
〕

一20一

第
三
節
　
註

（
1
）
　
漏
友
蘭
「
新
埋
学
」
商
務
印
書
館
一
九
六
頁
以
下
、
丸
山
真
男
ー
歴
史
意
識
の
「
占
層
」
i
丸
山
編
「
歴
史
思
想
集
」
筑
摩
書
房
　
所
収
　
特
に

　
　
二
四
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
後
者
で
は
、
「
時
勢
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
は
留
保
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
「
法
術
之
上
、
操
五
不
勝
之
勢
、
以
歳
数
而
又
不
得
見
」

（
3
）
　
「
越
王
問
於
大
夫
文
種
日
、
吾
欲
伐
呉
可
乎
、
対
日
可
突
－
於
是
遂
焚
宮
室
、
人
莫
救
之
、
乃
下
令
日
、
人
之
救
火
者
、
死
、
比
死
敵
之
賞
－
・

　
　
人
塗
其
体
、
被
濡
衣
而
走
火
者
、
左
三
千
人
右
三
千
人
、
此
知
必
勝
之
勢
也
」
　
但
し
、
こ
こ
の
「
勢
」
は
法
体
制
を
指
す
と
も
理
解
で
き
る
。



韓非子の法思想㊧（石川）

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
11
）

（
12
）

（
1
3
）

（
1
4
）

　15
）

　
「
参
疑
之
勢
、
乱
之
所
由
生
也
、
故
明
主
慎
之
」
　
参
疑
と
は
物
事
の
区
別
が
嫌
ら
わ
し
い
こ
と
を
言
う
。

　
「
管
子
」
明
法
解
篇
「
人
主
之
所
以
制
臣
下
者
威
勢
也
」
「
慎
子
」
「
発
為
匹
夫
不
能
使
其
鄭
家
…
－
由
此
観
之
、
賢
未
足
以
服
不
肖
、
而
勢
位
足
以

屈
賢
夷
」
こ
の
「
慎
子
」
の
文
は
、
難
勢
篇
に
引
く
慎
子
の
主
張
と
同
じ
。
本
稿
註
（
2
1
）
（
2
5
）
を
見
よ
。
尚
、
蟄
は
権
力
を
伴
う
地
位
を
指
す
こ

と
が
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
も
権
力
に
含
め
て
考
え
て
お
く
。

　
竃
輿
名
Φ
冨
さ
≦
跨
3
9
帥
津
巷
傷
O
Φ
の
ω
o
＝
零
訂
P
ω
9
象
撃
窪
詔
‘
一
零
ρ
ω
』
ホ
ト
）
　
世
良
晃
志
郎
訳
「
支
配
の
社
会
学
1
」
創
文
社

　
五
頁
以
下
　
に
示
さ
れ
た
考
え
の
翻
案
で
あ
る
。

　
》
蜜
』
8
冨
房
江
｝
名
器
一
雪
＞
昌
o
ユ
鼠
け
”
　
丸
山
豊
樹
訳
「
権
威
の
構
造
」
公
論
社
。
尚
、
註
（
5
）
（
6
）
に
も
関
連
し
て
、
山
川
雄
巳
ー

。

バ
ー
ソ
ン
ズ
の
政
治
権
力
理
論
ー
「
法
埋
学
の
諸
問
題
」
所
収
、
大
賀
睦
夫
ー
政
治
学
に
お
け
る
権
力
の
概
念
ー
政
治
研
究
第
二
七
号
　
所
収
、
福

田
歓
一
ー
権
力
の
諸
形
態
と
権
力
理
論
ー
岩
波
講
座
「
基
本
法
学
」
6
所
収
、
　
鋭
型
α
、
国
p
貫
⑯
く
①
の
”
↓
冨
乞
o
江
9
9
日
箒
ω
9
冨
”
一
8
凶

石
上
良
平
訳
「
国
家
と
は
何
か
」
み
す
ず
書
房
　
を
参
照
。

　
「
凡
姦
臣
皆
欲
順
人
主
之
心
以
取
親
幸
之
勢
者
也
」

　
「
明
主
者
…
－
故
身
在
深
宮
之
中
而
明
照
四
海
之
内
、
而
天
下
弗
能
蔽
、
弗
能
欺
者
何
也
、
闇
乱
之
道
廃
、
而
聡
明
之
勢
興
也
」

　
「
張
儀
欲
以
秦
韓
与
魏
之
勢
伐
斉
刑
」

　
「
陳
需
魏
王
之
臣
也
、
善
於
荊
王
而
令
荊
攻
魏
、
荊
攻
魏
、
陳
需
因
請
為
魏
王
行
解
之
、
因
以
割
勢
相
魏
」

　
「
臣
主
之
利
與
相
異
者
也
－
：
是
以
国
地
削
而
私
家
富
、
主
上
卑
而
大
臣
重
、
故
主
失
勢
而
臣
得
国
、
主
更
称
蕃
臣
而
相
室
剖
符
」

　
「
夫
虎
之
所
以
能
服
狗
者
爪
牙
也
－
…
人
主
者
以
刑
徳
制
臣
者
也
」

　
尚
、
「
権
勢
」
「
威
勢
」
「
勢
位
」
「
勢
尊
」
等
に
熟
さ
れ
た
場
合
に
は
、
当
該
概
念
の
内
容
を
特
定
す
る
こ
と
は
あ
る
程
度
容
易
で
あ
ろ
う
が
、
本
稿

で
は
全
て
「
権
力
」
と
解
し
て
、
論
を
す
す
め
る
。

　
こ
こ
に
本
来
な
ら
ば
反
墨
家
も
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
本
論
の
視
野
の
外
に
出
る
。
王
讃
源
ー
尚
賢
輿
任
勢
ー
卑
政
通
主
編
「
中
国

哲
学
辞
典
大
全
」
水
牛
出
版
社
所
収
三
九
七
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。
又
、
陳
奇
猷
は
、
尚
賢
は
韓
非
子
の
主
張
で
あ
る
と
言
う
が
誤
り
で
あ
る
。
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論説

（
16
）

（
1
7
）

（
1
8
）

（
珀
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

　27
）

（
2
8
）

同
氏
著
「
韓
非
子
集
釈
下
」
上
海
人
民
出
版
社
八
九
一
頁
注
⑧

　
「
夫
厳
家
無
桿
虜
、
而
慈
母
有
敗
子
、
吾
以
此
知
威
勢
之
可
以
禁
暴
、
而
徳
厚
之
不
足
以
止
乱
也
」

　
「
故
父
母
之
愛
不
足
以
教
子
、
必
待
州
部
之
厳
刑
者
、
民
固
驕
於
愛
、
聴
於
威
突
」

　
「
親
以
厚
愛
関
子
於
安
利
而
不
聴
、
君
以
無
愛
利
求
民
之
死
力
而
令
行
、
明
主
知
之
、
故
不
養
恩
愛
之
心
而
増
威
厳
之
勢
」

　
「
故
以
義
則
仲
尼
不
服
於
哀
公
、
乗
勢
則
哀
公
臣
仲
尼
」

　
「
夫
賢
勢
之
不
相
容
亦
明
奥
…
…
夫
勢
之
足
用
亦
明
夷
、
而
日
必
待
賢
則
亦
不
然
奥
」

　
「
慎
子
日
：
…
由
此
観
之
、
賢
智
未
足
以
服
衆
、
而
勢
位
足
以
謡
賢
者
也
」

　
旧
拙
稿
「
序
説
」
二
九
頁
以
下

　
本
論
e
　
五
八
頁
以
下
も
参
照
さ
れ
た
い
。

　
こ
の
篇
の
応
慎
子
者
と
復
応
之
者
と
に
各
々
誰
を
当
て
る
か
に
つ
い
て
は
異
論
も
存
在
す
る
。
例
え
ば
陳
希
猷
前
出
書
八
九
一
頁
注
⑧
、
八
九
四

頁
注
⑳
を
見
よ
。
し
か
し
、
各
々
に
儒
家
、
韓
非
子
を
当
て
る
の
が
通
説
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
各
々
の
主
張
内
容
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
と

思
わ
れ
る
。

　
「
晃
為
匹
夫
不
能
治
三
人
、
而
桀
為
天
子
能
乱
天
下
、
吾
以
此
知
勢
位
之
足
待
、
而
賢
知
之
不
足
慕
也
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
夫
勢
者
非
能
必
使
賢
者
用
之
而
不
肖
者
不
用
之
也
、
賢
者
用
之
則
天
下
治
、
不
肖
者
用
之
則
天
下
乱
－
…
夫
勢
者
便
治
而
利
乱
者
也
」
（
字
を
改

め
た
箇
所
あ
り
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
夫
勢
者
名
一
而
変
無
数
者
也
、
勢
必
於
自
然
則
無
為
一
一
、
一
・
於
勢
奥
、
吾
所
為
言
勢
者
言
人
之
所
設
也
、
今
日
尭
舜
得
勢
而
治
、
桀
村
得
勢
而
乱
、
吾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
△

非
以
発
桀
為
不
然
也
、
錐
然
非
人
之
所
得
設
也
、
夫
発
舜
生
而
在
上
位
、
錐
有
十
桀
紺
不
能
乱
者
則
勢
治
也
、
桀
紺
亦
生
而
在
上
位
、
錐
有
十
尭
舜
而

亦
不
能
治
者
則
勢
乱
也
、
故
日
勢
治
者
則
不
可
乱
、
而
勢
乱
者
則
不
可
治
也
、
此
自
然
之
勢
也
、
非
人
之
所
得
設
也
」
（
字
を
改
削
し
た
箇
所
あ
り
）

　
「
吾
所
以
為
言
勢
者
中
也
、
中
者
上
不
及
発
舜
、
而
下
亦
不
為
桀
紺
、
抱
法
塵
勢
則
治
、
背
法
去
勢
則
乱
、
今
廃
勢
背
法
而
待
尭
舜
、
亮
舜
至
乃

治
、
是
千
世
乱
而
一
治
也
、
抱
法
庭
勢
而
待
桀
紺
、
桀
紺
至
乃
乱
、
是
千
世
治
而
一
乱
也
、
且
夫
治
千
而
乱
一
與
治
一
而
乱
千
也
、
是
猶
乗
駿
駅
而
分

一22一



韓非子の法思想㈲（石川）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
磁
）

（
32
）

（
3
3
）

（
3
4
）

（
3
5
）

（
36
）

（
37
）

（
お
）

（
39
）

馳
也
、
相
去
亦
遠
臭
」

　
金
谷
治
－
慎
到
の
思
想
に
つ
い
て
ー
集
刊
東
洋
学
7
号
所
収

　
金
谷
治
－
先
秦
に
お
け
る
法
思
想
の
展
開
－
集
刊
東
洋
学
47
号
所
収

　
本
論
e
四
二
頁

　
例
え
ば
太
田
方
「
韓
非
子
翼
轟
」
を
見
よ
。
通
常
は
二
つ
の
解
釈
の
ど
ち
ら
か
に
首
尾
一
貫
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
内
容
に
応
じ
て
解
釈
を
変
え
る

こ
と
が
な
さ
れ
る
。
そ
れ
は
理
論
理
解
の
首
尾
一
貫
性
と
字
句
解
釈
の
個
別
妥
当
性
の
ど
ち
ら
を
優
先
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
私

は
、
「
勢
」
を
権
力
と
一
貫
し
て
理
解
し
て
、
尚
解
釈
の
妥
当
性
も
保
た
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
杜
国
魔
ー
先
秦
諸
子
思
想
概
要
ー
同
氏
「
文
集
」
人
民
出
版
社
　
所
収
　
そ
の
際
、
韓
非
子
の
主
張
に
尭
・
舜
・
桀
・
紺
に
つ
い
て
「
生
而
在
上
位
」

と
い
う
指
摘
の
あ
る
こ
と
が
根
拠
と
な
ろ
う
。

　
尚
、
こ
の
事
態
を
共
通
の
ル
ー
ル
の
相
互
承
認
と
理
解
し
て
、
そ
の
人
的
範
囲
が
君
・
臣
と
い
う
支
配
者
層
に
限
定
さ
れ
る
の
か
、
民
と
い
う
被
治

者
ま
で
も
含
む
の
か
ど
う
か
は
、
本
論
第
三
章
で
の
考
察
の
重
要
な
焦
点
と
な
る
。

　
本
稿
註
（
2
7
）
を
見
よ
。

　
長
与
善
郎
「
韓
非
子
」
日
本
評
論
社
　
一
九
四
二
年
　
一
八
四
頁
以
下
　
で
は
、
こ
れ
を
「
天
運
の
時
勢
」
と
解
し
て
い
る
。
そ
の
理
解
も
こ
こ
に

発
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
長
与
前
掲
書
は
、
「
天
運
の
時
勢
」
と
「
権
者
の
威
勢
」
と
に
矛
盾
を
き
た
し
た
「
不
出
来
な
論
」
で
あ
る
と
言
う
。
韓
非
子
の
「
勢
」
論
の
不
可
解

さ
、
複
雑
さ
は
、
一
方
で
「
人
為
」
を
説
き
な
が
ら
、
他
方
で
儒
家
の
「
人
治
」
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
論
⇔
　
五
八
頁
、
六
｝
頁
。
尚
、
韓
非
子
は
、
あ
る
用
語
を
儒
家
的
観
念
か
ら
す
れ
ば
全
く
別
の
実
体
に
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
徳

と
い
う
語
を
正
の
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
即
ち
慶
賞
の
意
味
に
用
い
た
り
、
賢
知
と
い
う
語
を
法
術
之
士
の
意
味
で
用
い
た
り
す
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ

は
韓
非
子
に
よ
っ
て
意
図
的
に
な
さ
れ
た
論
争
的
概
念
構
成
で
あ
り
、
韓
非
子
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
名
実
の
一
致
は
一
貫
し
て
い
る
。

　
本
稿
註
（
12
）
を
見
よ
。
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説論

（（（（（（（（（（（（（52　　51　　50　　49　　48　　47　　46　　45　　44　　43　　42　　41　　40

）））））））））））））
（
53
）

（
54
）

　55
）

　
「
権
勢
不
可
以
借
人
、
上
失
其
一
、
臣
以
為
百
」

　
「
夫
姦
臣
得
乗
信
幸
之
勢
以
鍛
誉
進
退
群
臣
者
也
」

本
稿
註
（
4
0
）
を
見
よ
。

　
「
勢
重
者
人
主
之
淵
也
、
薩
者
勢
重
之
魚
也
」

　
「
主
之
所
以
尊
者
権
也
」

本
論
e
　
五
六
頁

　
「
人
主
者
以
刑
徳
制
臣
者
也
、
今
君
人
者
釈
其
刑
徳
而
使
臣
用
之
、
則
君
反
制
於
臣
夷
」

　
「
君
執
柄
以
塵
勢
、
故
令
行
禁
止
、
柄
者
殺
生
之
制
也
、
勢
者
勝
衆
之
資
也
レ

　
「
明
主
之
所
導
制
其
臣
者
二
柄
而
己
夷
、
二
柄
者
刑
徳
也
、
何
謂
刑
徳
、
日
、
殺
戯
之
謂
刑
、
慶
賞
之
謂
徳
」
（
二
柄
篇
）

　
難
勢
篇
、
及
び
本
論
e
五
三
頁
創
下
を
見
よ
。

本
稿
註
（
2
8
）
を
見
よ
。

　
旧
拙
稿
「
序
論
」
二
七
頁

　
同
右
　
三
四
頁
　
尚
、
当
該
頁
下
段
三
行
目
と
五
行
目
で
「
強
制
」
と
い
う
用
語
を
使
っ
た
が
、
こ
れ
は
誤
り
で
あ
り
、
正
し
く
は
「
強
制
的
制
裁
」

と
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
訂
正
し
て
お
く
。
又
、
法
に
お
け
る
強
制
・
制
裁
・
実
力
等
の
概
念
の
理
解
の
為
に
、
田
中
成
明
ー
法
に
お
け
る

強
制
の
特
質
と
位
置
O
ロ
ー
法
学
論
叢
　
一
〇
五
巻
六
号
、
一
〇
六
巻
三
号
　
所
収
、
加
藤
新
平
「
法
哲
学
概
論
」
有
斐
閣
　
三
六
三
頁
以
ド
　
を
参

照
さ
れ
た
い
。

　
「
論
語
」
学
而
篇

　
尚
、
違
背
処
理
方
法
に
つ
い
て
は
、
2
一
匹
器
U
昌
日
鋤
目
”
国
Φ
畠
8
8
巴
9
0
讐
①
ご
る
趨
”
q
o
。
8
塗
｝
村
上
淳
一
・
六
本
佳
平
訳
「
法
社
会

学
」
岩
波
書
店
四
七
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。

　
本
論
e
　
四
九
頁
以
下
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韓非子の法思想日（石川）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

62　　61　　60　　59　　58　　57　　56
）　　　　）　　　）　　　）　　　　）　　　）　　　）

へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

70　　69　　68　　67　　66　　65　　64　　63
）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）　　　　　）

拙
稿
ー
孔
子
の
礼
思
想
ー
法
哲
学
年
報
一
九
七
八
年
所
収
一
七
八
頁

拙
稿
－
中
国
的
自
然
法
論
の
構
造
に
つ
い
て
ー
東
北
法
学
一
号
四
四
頁
以
下

　
例
え
ば
朱
子
の
「
事
勢
」
に
つ
い
て
、
三
浦
国
雄
－
気
数
と
事
勢
－
東
洋
史
研
究
四
十
二
巻
四
号
所
収
四
三
頁
以
下
を
参
照
せ
よ
。

　
本
稿
註
（
26
）
を
見
よ
。

　
本
論
〇
五
七
頁
以
下

　
同
右
五
六
頁
、
五
九
頁

　
こ
の
問
に
肯
定
的
に
答
え
る
の
は
、
先
に
引
用
し
た
モ
氏
で
あ
る
（
本
稿
註
（
1
5
）
を
見
よ
）
。
し
か
し
、
そ
こ
で
モ
氏
が
引
用
し
て
い
る
韓
非
弄
の

主
張
か
ら
そ
の
よ
う
な
理
解
を
引
き
出
す
こ
と
は
か
な
り
困
難
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
よ
り
厳
密
な
検
討
を
要
し
よ
う
。
尚
、
儒
家
の

説
く
「
礼
治
」
は
、
実
践
的
に
は
現
実
の
君
主
権
の
規
制
と
い
う
機
能
を
果
し
う
る
。
し
か
し
、
理
論
上
は
「
礼
治
」
は
「
人
治
」
「
徳
治
」
と
セ
ッ

ト
で
あ
り
、
従
っ
て
「
徳
の
な
い
君
主
」
と
い
う
の
は
形
容
矛
盾
と
な
る
。
即
ち
、
徳
が
あ
っ
て
君
主
た
り
う
る
の
で
あ
り
、
又
そ
の
よ
う
な
君
主
が

「
礼
治
」
を
行
う
こ
と
は
、
必
然
の
帰
結
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
埋
論
上
は
、
君
主
の
権
力
が
「
礼
」
に
よ
り
規
制
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
あ
り
え
な

い
。　

本
論
の
五
四
頁

　
本
論
の
註
（
2
2
）
で
指
摘
し
た
溝
口
氏
の
論
文
を
参
照
せ
よ
。

　
旧
拙
稿
「
序
説
」
三
六
頁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
無
慶
賞
之
勧
刑
罰
之
威
、
釈
勢
委
法
、
使
尭
舜
戸
説
而
人
卿
之
、
不
能
治
三
家
」
（
字
を
補
っ
た
箇
所
あ
り
）

　
本
論
〇
六
十
頁
、
本
論
口
六
一
頁
以
下

　
本
論
e
四
八
頁

　
本
論
口

　
本
論
口
五
九
頁
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論　　説

　
（
71
）
　
旧
拙
稿
「
序
説
」
第
一
節

　
（
72
）
　
本
論
e
　
五
九
頁

　
（
冊
）
　
旧
拙
稿
「
序
説
」
第
三
節

（
付
記
）
本
稿
は
、
昭
和
肝
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
奨
励
研
究
㈲
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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